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インターンシップ保険加入について 

インターンシップ保険とは、実習中や通勤中に傷害を被った（怪我をした）場合や、実習先に

損害を与えた場合に、その損害を補償する保険です。 

インターンシップに参加する際には、インターンシップ保険に加入することをお勧めします。

また、企業や団体によっては、応募時や受け入れ決定後に、保険への加入や保険加入証明書

の提出を指示されることがあります。 

求められる保険は、主に次の２種類があります。 

◆傷害保険：災害や事故により実習生が傷害を被った場合に補償される保険 

◆損害賠償責任保険：他者の財物に与えた損害および他者へ与えた傷害を補償する保 

自由応募（個人）でインターンシップに参加する方  

保険の加入手続きは学生自身で行ってください。すでに加入している場合もありますので、

まずはご家族に確認しましょう。加入する際は、補償内容が受入機関の条件を満たしている

かを確認し、必要に応じて受入機関へお問い合わせください。また、可能であれば、示談交

渉サービスが付帯された保険に加入することをおすすめします。 

｜参考｜ 

ご自身で適切な保険を見つけられない場合は、「CO・OP学生総合共済保険＋学生賠償責

任保険（示談交渉サービス付）」の加入をご検討ください。 

問い合わせ先： 東京インターカレッジコープ 

※成蹊大学には大学生協がありませんが、東京インターカレッジコープを通して組合員にな

ることで、大学生協のサービス・商品を組合員割引価格で利用することができます。 

 

 

大学経由応募でインターンシップに参加する方  

大学経由応募（※）でインターンシップに参加する方は、公益財団法人日本国際教育支援協

会（JEES）が提供する以下の保険が適用されます。受入機関が決定次第、キャリア支援セン

ターが登録手続きを行いますので、学生自身の手続きは不要です。 

■学生教育研究災害傷害保険（通称：学研災／傷害保険）  

インターンシップ実習生が災害や傷害を被った場合に補償される 

■学研災付帯賠償責任保険(通称：インターン賠／賠償責任保険） 

インターンシップ実習生が他者の財物に与えた損害、および他者へ与えた傷害を賠償する 

http://www.jees.or.jp/gakkensai/ 

※大学経由応募は以下の通りです。 

■公共機関のインターンシップにキャリア支援センター経由で申し込み、参加が決定した方 

■インターンシップ科目（MBT、インターンシップ準備講座、理工系インターンシップ実習）履

修者のうち、大学経由応募枠でインターンシップに参加する方 

■MOBTプログラムでインターンシップに参加する方 

｜注意｜ 

学研災およびインターン賠は、大学経由応募インターンシップ以外には適用されません。その

ため、大学経由応募のインターンシップに参加する方が、追加で自由応募のインターンシップ

に参加する場合は、「自由応募（個人）でインターンシップに参加する方」の案内を参考に、ご

自身で保険加入と証明書発行の手続きを行ってください。 

問い合わせ先：キャリア支援センター（1 号館 1 階）  

【対応時間】 平日９：００～１７：００（11：30～12：30を除く） 

【連絡先】 

メールアドレス：intern@jim.seikei.ac.jp / 電話番号：0422-37-3534 

※夏期休業期間中の開室状況については、キャリア支援センターHPでご確認ください。 
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